
横山町地区防災まちづくり協定 
 

 地 区 施 設 整 備 計 画 の 名 称   横山町地区防災まちづくり計画 

 
地 区 施 設 整 備 計 画 の 

対 象 と な る 区 域 
  横山町、材木町の各一部 

 
地 区 施 設 整 備 計 画 の 

対 象 と な る 面 積 
  約 ４．６ ｈａ 

 
地 区 施 設 整 備 計 画 の 

目 標 年 次 
  ２０３１年（平成４３年） 

 
災 害 に 強 い 

都 市 整 備 の 目 標 
  

 本地区は、本市を代表する河川のひとつ浅野川の左岸に位置し、そ

のまちの成り立ちを藩政期まで遡ることができる旧市街地に属してい

る。地区内には、狭隘な道路が多く、また、老朽化が激しい木造住宅

が密集しているほか、空き家や空き地も増加しつつあり、地震をはじ

めとする災害に強いまちをつくり、安心・安全を確保することが急務

となっている。 

 このため、災害時の避難及び消防活動などに資する防災機能を確立

するとともに、良好な住環境の形成を図り、安全で住み良いまちづく

りを実現することを目標とする。 

 
災 害 に 強 い 

都 市 整 備 の 方 針 
  

（１）災害時でも安全で安心な道路機能の確保を図る。 

（２）地域住民相互の防災体制の強化を図る。 

の二つを基本方針とする活力あるまちづくりを目指す。 

 壁 面 の 位 置 の 制 限   

 主要な道路(幅員４ｍ)では道路の幅員を確保するため、安全の確保

に努める道路（安全空間４ｍ）沿道では、安全空間を確保するため、

建築物の外壁又はこれに代わる柱、門若しくは塀を後退する。 

・主要な道路（幅員４ｍ）･･･（道路中心線を基準とする。） 

・安全の確保に努める道路（安全空間４ｍ） 

･･･（道路中心線を基準とする。） 

 

建 築 物 等 の 

形 態 又 は 

意 匠 の 制 限 

 

 

 

 
 出窓、軒その他これらに類するものは、壁面の位置の制限で定めら

れた敷地の範囲内に納めること。 

 
垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

 

 
 道路に面して垣又はさくを設ける場合は、原則として生け垣とする。

 
工 作 物 の 

設 置 の 制 限 

 

 
 

 壁面の位置の制限で定められた敷地の範囲には、工作物を設置しな

い。 

 そ の 他   

 当該地域の住民は、 

 (１)防災活動への協力 

 (２)自主防災活動の実施 

に、努める。 

そ

の

他

災

害

に

強

い

都

市

整

備

を

推

進

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項 

 地 区 施 設 の 整 備   

(１)防災道路の整備 

 ・幹線道路（幅員４～５ｍ）の道路整備 

・主要な道路（幅員４ｍ）の道路改良 

  ・防災道路相互の交差点（隅切）の改良 

(２)一時避難場所の整備 

・一時避難場所の整備 

  ・耐震型防火水槽（４０ｔ級）の設置 

●この防災まちづくり計画に基づいて、金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例第２０条第 1 項の規

定により、平成２４年３月７日に地区住民等と金沢市長とで防災まちづくり協定を締結しました。 

 


